
発議案第２号  

 

白井市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 

上記発議案を別紙のとおり、白井市議会会議規則第１４条第１項

の規定により提出します。  

 

  令和５年１０月１１日提出  

 

  白井市議会議長 岩田 典之 様  

 

             提出者 白井市議会議員 田中 和八  

             賛成者 白井市議会議員 秋谷 公臣  

                    〃    石井 恵子  

広沢 修司  

                    〃    平田 新子  

                    〃    石原 淑行  

                    〃    久保田江美  

                    〃    石田 里美  

                    〃    武藤美砂子  

                         

 

 

 

 

 提案理由  

 本案は、長期間据え置かれている、市議会議員の議員報酬を白井

市特別職報酬等審議会の答申を参考に引き上げるため提案するもの

です。  



   白井市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

   の一部を改正する条例  

 

 白井市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 

３２年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 第 ２ 条 中 「 ３ ９ ０ ， ０ ０ ０円 」 を 「 ４ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 

「３２０，０００円」を「３７０，０００円」に、「３１０，０００  

円 」 を 「 ３ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 

「３５０，０００円」に改める。  

   附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

発議案第２号 

○白井市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３２年条例第４号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（議員報酬） （議員報酬） 

第２条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員の議員報酬は、次のとおりとする。 

第２条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員の議員報酬は、次のとおりとする。 

議長 月額 ４４０，０００円 議長 月額 ３９０，０００円 

副議長 月額 ３７０，０００円 副議長 月額 ３２０，０００円 

常任委員長 月額 ３６０，０００円 常任委員長 月額 ３１０，０００円 

議会運営委員長 月額 ３６０，０００円 議会運営委員長 月額 ３１０，０００円 

議員 月額 ３５０，０００円 議員 月額 ３００，０００円 

（略） （略） 

 


